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様式２ 

審議会等会議録審議会等会議録審議会等会議録審議会等会議録（（（（概要版概要版概要版概要版）））） 

審議会等の名称 第７回山口市本庁舎の整備に関する検討委員会 

開催日時 平成２９年１月２０日（金曜日）１４：００～１６：１７ 

開催場所 セントコア山口 

公開・部分公開の区分 公開 

出席者 古賀 和利委員 ほか３９名 

欠席者 野島義正委員、横部政明委員、瀧本浩一委員、松田悦治委員 

事務局 山口市総合政策部中核都市推進室（企画経営課） 

議題 １ 第６回山口市本庁舎の整備に関する検討委員会について 

２ 第６回検討委員会後、事務局に提出された意見書について 

３ 答申書【案】について 

４ その他 

内容 次第に基づき以下のとおり進められた。 

１ 会長挨拶 

２ 議題 

 

【会長】 

昨年の１１月から、昨年中に結論を出すというのを目標にやってきま

したが、年を明けて第７回目ということで、本庁舎の役割、機能、規模、

適地の議論をしてまいりました。特に、候補地については昨年１１月の

前回の会議において、私と副会長が客観的な評価項目に沿って候補地評

価表の叩き台を作成しまして、附帯決議に書かれている適地というのを

我々委員として、どういうふうに考えるかということで、それぞれ評価

指標の表という形にして検討を行ったところです。前回の会議では、

色々意見をいただきましたが、評価表の内容については、大きな異論も

なく、概ね了解をいただいたと思っています。その後、少し意見はいた

だいたので、今日、話に出てくるかと思います。本日は前回の会議を踏

まえて、候補地を含めた最終的な答申案を中心に検討を行いたいと考え

ています。 

 答申に向け、意見を取りまとめてまいりたいと考えておりますし、皆

さんのご理解をいただけたならば、可能であれば本日の検討会を最後と

したいと考えています。ぜひ、色んな意見を最終的に説明の後で言って

いただければと思います。 

 

それでは会議に入りたいと思います。次第２から次第４まで、いずれ

も関連しておりますので、まずは事務局のほうから一括して説明してい

ただいて、その後、残り時間全てを協議の時間にあてたいと思いますの
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で、よろしいでしょうか。 

 

それでは事務局のほうから説明をお願いします。 

 

【事務局】 

次第２から次第４まで資料概要説明 

 

【会長】 

 事務局から前回の会議、意見書、答申書の案の説明がありました。資

料１については、意見書の文章の一部について事務局のほうから削除さ

せていただく説明がありましたが、私としても、それを作ったものとし

て配慮に欠けていたと思いますので、除けさせていただきたいと思って

います。 

 答申書にはこれまでの資料を全てつけて答申をするということにな

っていますから、そこの中の資料も削除した資料をつけるということに

させていただきたいと思っています。前回、答申書（案）の１６ページ、

庁舎の駐車場まではほぼ完成していて、前回議論した内容を基に、１７

ページ以降の答申書（案）を作っています。基本的にはこの１年間皆さ

んからいただいた意見を網羅的に入れていただいたのではないかなと

考えています。今日、資料の答申書に関して皆さんの意見をお聞きした

いと思いますので、どうぞご自由にご発言をいただければと思います。 

 

【Ａ委員】 

 答申書の審議の前に、私がどうしても今回の検討会で納得できないこ

とがありますので、聞いていただいて、委員の皆さんの意見を聞かせて

いただきたいと思っています。その最大のものは、新山口駅周辺をこの

候補地から外したということです。この評価表の中にも候補地に入って

いません。私はこの候補地を外された理由が民有地であるからとか、交

渉に時間がかかるとか、色々な民有地に関わることで外されたと思うん

ですが、私は今から３つの理由でこの新山口エリアを候補地から外すこ

とはおかしいのではないかということを申し上げたいと思います。 

まず第１点は、今も申し上げましたように民有地であるから交渉に時

間がかかるとか、地権者の配慮も必要であるとか、そういうことを言わ

れたのですが、私はこれらの元は評価表の中の評価項目にあるのではな

いかと。例えば土地の取得という評価項目で、民有地であるからそれは

お金がかかったり、さらに交渉に時間がかかったり、色々あるかと思い

ますが、そういった類のものではないかと思っています。民有地である

から候補地から外すということがまず納得できません。これが第１点で
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す。 

第２点は、例の合併協議会の協定書の中の附帯決議ですが、この附帯

決議は当時の市長さん、山口市は合志市長さん、小郡町は岩城町長さん、

秋穂の藤生町長さん、阿知須の飯田町長さん、徳地の伊藤町長さん、こ

れらの方が、大変ご苦心して作られた合併協定書です。私たち、この検

討委員会は、その方々が大変ご苦労して作られたこと、つまり新山口駅

周辺が適地であるという意見を踏まえとありますが、それらのことを当

時の市長さんたちから何も聞いておりませんし、そしてそれらの市長さ

んたちの意見を無視して外していくことが本当にできるだろうかと。さ

らに、渡辺市長さんは当時助役であったと思いますし、また今日出てお

ります資料の中に市長答弁というのがありますね。答弁書の中の附帯決

議の尊重についてという項目で、この附帯決議を尊重するとちゃんと書

いて、全部読むと時間がかかるのでやめますが、尊重すると書いてある

んですね。渡辺市長さんもそういうふうに言っておられます。元の市長

さんが苦心して作られたこれらの附帯決議を、簡単に私たちが無視し

て、候補地から外すということが本当にいいのかどうか。決定するとい

うことではなく候補地ですよ。候補地から外すということが本当にいい

かどうか。これが第２点目です。 

第３点目は、私たちが個人が新しく家を建てることと、この市庁舎を

新しく建てるということが、同じではないが似ていると思います。個人

で家を建てるときでも、やはり評価項目を作っています。お金がどのく

らいかかるかとか、病院や店があるかどうか、学校へ行くには便利かど

うかとか、色々評価項目を作ると思います。そして、候補地として、自

分が住んでいた家にそのまま建てるか、山口に建てようか、小郡に建て

るか、色々候補地を探します。不動産屋へいって探しますよね。それと

全くこの新山口駅周辺は同じだと思うんです。そして、最終的には、色々

総合的に考えて、どこに建てようということになると思うのですね。そ

して、お金が高くなるけど、どうしても自分の土地じゃなくて他所の土

地に建てる場合もあります。そういう方もたくさんいらっしゃいます。

自分の土地に建てる、それも選択肢だと思います。そういったことで、

私はこの答申の候補地は山口市の所有地でなければならないという制

約があるんなら別ですけど、制約がないのなら当然候補地として考える

段階で新山口駅周辺を除くということは、本当に私は理解できません。

皆さん方は会長さんが動議をかけた時に、みんな発言がなくて黙ってい

ましたよね。だから会長さんは、黙っていたからこれはもう外すのが適

当であると判断されたと思うんですが、私は色々迷って黙っておりまし

た。それは本当のことです。会長さんが言われたことに賛成して黙って

いたわけでは決してありません。ということで、この新山口駅周辺をこ
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の評価表の中に入れるかどうかということを、再度皆さん方の意見を聞

いていただいて、考えていただきたいと。ぜひお願いします。 

それからあと、評価表についても意見がたくさんありますので、また

言わせていただきたいと思います。以上です。 

 

【会長】 

 今の意見に関して、皆さん何かございますでしょうか。 

 

【Ｂ委員】 

 いまＡ委員さんの意見をお聞きして、賛同できるというような考え方

で思っていますが、その前に、この資料の７ページ、今回の削除をされ

た文章があり、これは私のことを指して言われていて、削除をされたん

だと思いますが、私がこの委員に選出をされて、色々意見を申し上げま

した。しかし、私は史実にないようなこと、間違ったことを意見として

述べた事実は全くございません。そういう意味で個人的に批判されるこ

とについては、いささかどうなのかなというのはありますが、そういう

意味で私自身を批判されるということは、いわゆる小郡地域の代表とし

ての、旧小郡町民を批判をしているということに他ならないのではない

かなと、こういうふうに私自身は感じています。それはそれでいいんで

すが、先ほどのお話の中で附帯決議、これを私は何回もこの委員会で申

し上げている通り、今日、資料を持ってまいりました。ここに１市４町

の合併調印書、合志さん、岩城さん、藤生さん、飯田さん、伊藤さん、

こうした方が署名をされた、そして捺印をされた資料がございます。そ

の合併時の１１年前の合併協の内容、いわゆる期日、新市の名称、そし

て新市の事務所の位置、この中に本文があり、附帯決議があります。こ

れは以前から皆さん方、お読みになっておられると思いますが、これは

表裏一体なんですよ。本文があって、附帯決議があるんじゃない。これ

が、一つの項目として載っておりますから、本文が優先をして、附帯決

議がその次という、そういう調印書じゃないんですよ。色々確認事項と

いうのはたくさんあるんですが、これをまず皆さん方にご紹介しておき

たいと思います。 

 私も答申書の評価表についても、また後ほど申し上げますが、これを

ずっと見ておりますと、やはり色々結論じみた内容があります。いわゆ

る旧山口市内の亀山周辺を基本とした答申書が出来上がったなと、こう

いう感覚です。従って新市の事務所の規模、役割、こういったものが内

容から察しますと、亀山に建ったらすぐにこういうことをやるんですよ

というような流れが確実に書いてあります。ちょっとこれはおかしいと

思うんですね。それと、新市の庁舎の役割、これと山口総合支所の役割、
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本庁舎の役割と総合支所の役割が一緒にごちゃまぜになっているんで

すね。現在の山口市役所の機能、本庁舎機能と、総合支所の機能が一体

となった本庁舎案がここにあるんです。それをまた、新庁舎に建て替え

たときにも、同じシステムを作ろうとするようなこういう資料になって

います。例えば小郡支所に、本庁舎のコンパクトな本庁舎機能だけを移

した場合、どうなるんですか。今の総合支所を私が以前も言ったように

もっと巨大な総合支所を残せれば、住民サービス、地域の皆さん方にも

十分利用できる施設になってくると思いますので、これを現在山口の総

合支所と本庁機能を一緒にしたような施設を考えておられるのであれ

ば、これは答申書としてはふさわしくないなと思っています。また後ほ

ど意見は申し上げたいと思います。 

 

【会長】 

 いま２つ意見が出ました。民有地を外さないで評価表の中に入れたら

どうかという意見、それから、附帯決議は１回目から附帯決議について

意見がでましたが今回も附帯決議に関する意見が出ました。それから、

答申の中に山口に建てるという前提で本庁舎と総合支所の機能という

のが書いてあるんじゃないかという意見が出ましたが、皆さん何かござ

いますか。私のほうから少し答えさせていただいてもよろしいでしょう

か。 

 

【Ａ委員】 

 皆さんの委員さんの意見を聞いてください。新山口駅を候補地に入れ

るかどうかっていうことについて、ぜひ残りの人たちで委員さんの意見

を言っていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 どなたかご発言がありますでしょうか。 

  

（発言なし） 

 

 最初から皆さんにお話したんですが、この庁舎の機能と位置を検討委

員会で決めるというのは非常に難しい議題なわけですね。しかも公開の

場で議論をしていると。ということはやはりしっかりした論理を考えな

がら意見を言わないといけないということで、なかなか難しいのかなと

思いまして、附帯決議のことは皆さんの心の中で、もちろん色んな方と

意見交換されても構いませんが、最終的には自分の意見として言ってい

ただいて、この４４人で答申を出せばいいと言いましたが、公開でこう
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やってしていますので、なかなかそれも難しいなと最近は思うようにも

なってきました。なかなかこういうところで意見が言えないというの

も、何となく分かるような気がするんですが、できたら今のことに関し

てご意見いただければと思います。 

 

【Ｃ委員】 

 ちょっとまとまった話はできませんが、最初の新山口駅の小郡から外

したということは、これまでの会議の中で専門委員の先生からも、やは

り市庁舎というのは安全なところが一番だということで、あの辺は南海

トラフが起きた場合、必ず津波が来ると。 

もう一つは、それがもしハザードマップの中に加えられると、非常に

危険なところであるということで、環境的なものがひとつ。 

それから、先ほど、ご本人も仰っていますように、民有地を買えるか

買えないか分からないのに候補地にして、果たして良いのかどうか。そ

の民有地を持っておられる方が、大変ご迷惑されるのではないかという

こと。それから民有地を買うとなれば、非常に高いコストがかかるので

はないかということです。 

評価表に加えるかどうかというのは別問題ですが、その２つの理由で

私は会長が言われたように、候補地から外したほうが良いのではないか

という思いで理解をしておりました。そのことを会長は多分その時に皆

さんにお諮りになったんですが、Ａさんみたいに消極的に黙っておられ

たのか、私みたいに積極的に黙っていたのか、色々おられるんでしょう

けど、そういうことで、私は候補地を外したのもそんなに問題はないの

ではないかと思っています。 

 

【Ａ委員】 

 私が言いたいのは、今委員さんが仰ったようなことは評価項目に入れ

るべき問題、項目ではないかということが言いたいわけです。民有地で

あれば色々な不利な条件があるが、それは分かっております。それから

また、防災関係も言われましたが、それも分かっておるんですが、しか

し候補地から外す理由にはならないと。評価項目の中に入れるのは私は

全然構わないと思うんですが、候補地から外すという理由にはならない

と思います。評価項目に入れたらそれはいくらでも新山口駅周辺の評価

ができると思うんです。民有地ということだけで、評価項目から外すの

は間違いだと私は思います。 

 

【Ｂ委員】 

 度々発言して申し訳ないんですが、いま言われた新山口駅前の土地所
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有者の土地利用計画の妨げになる、あるいは取得に時間を有するという

ことですが、これは第６回目の委員会で私が言いましたように、この土

地を、そういう目的でお使いになるんであればご相談に乗りますよとい

うことを、こちらも伺っているんですよ。どなたか、市役所の方がお話

をされたんですか。妨げになるとか、あるいは問題が多いとかいうこと

について。そういうことでその除外の対象になったのかどうか、その辺

をちょっと伺ってみないと。現に私はある地主の方についてお話がある

ということも伺っておりますので、ちょっと確認をしてみたいと思うん

です。 

 

【会長】 

 これはちょっと会議の議事等はなしということで。電話を受けたのは

私です。直接私に２つ来て、どうしたらいいんですかっていう話があり、

私はこの決着がどうなるかも分からないし、なかなか私有地があるとい

うのは難しいんだなというのは、私が感じたところです。それが事実で

す。その時に候補地として外すのではなくて、項目で評価したらどうか

という話がありました。私もまとめるときに考えました。考えたんです

が、例えば土地取得とか、そういう評価項目を入れれば、結局小郡地区

のどこかにするという中で、そこのところが評価が下がるんですよね。

それとか、南海トラフの話がくるともっと下がる。決して山口地域も地

震的には安心じゃないというのは、どこも大体一緒ではあります。でも

南海トラフのことを考えるともっと危ないという話もあり、なかなか難

しい。これは専門的なことなので、実際建てるときはもう少しそういう

ところは配慮して建てる方法も場所も決めていただければいいと思う

ので、そこは入れたとしても、表が大きくなるだけではないかという考

えがありまして、外させて評価表を作ったということです。 

 

【Ａ委員】 

 私は評価項目が低くなるとか何とか、そういう問題ではなく候補地と

して評価の対象にすべきだということを言っているわけです。新山口駅

を入れたときに、色んな項目があって、評価が下がってもそれは私は文

句を言う筋合いはないと。皆さん方が正当に評価されて、その評価点が

出るのであれば、私はそれで良いと思うんです。とにかく、新山口駅を

候補地から外すということが、全く理解できないと、おかしいと、その

ように言っているわけです。 

 

【Ｄ委員】 

 先ほどからＡさんから、Ｂさんも仰ることは、前々からずっと聞いて
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おりました。逆に会長さんにお伺いしたいんだけど、例えば、今の候補

地に入れるべきだとか、そういうことをどうやって決めるんですか。例

えば、古賀先生が入れようとおっしゃるのか。さっきから意見が出るけ

ど、ほとんど遠慮して言われないと思いますけど、全体の件をどう集約

するんですか。Ａさんのご意見をそのまま１人か２人の人のご意見を、

言われたから、はい入れましょう、とこうなるんですか。NOと言うん

ですか。その辺の物事の決め方のルールをはっきりしておかないと、前

回と同じように、また今回も時間が経つし、永遠にじゃあ次のまた会議

をやりましょうとなるのでは。 

 附帯決議にしてもそうですよ。Ｂさんがさかんに力説されるけど、そ

れは本当にいいんですか。他の方はどう考えているんですか。通例だっ

たら、この種の会議で、多数決で決めるとか。何らかのルールを決めな

いと、あっちはこう言った、こっちはこう言った、言いっぱなしの聞き

っぱなしじゃ、また答申案がまとまらない。さっき古賀先生がおっしゃ

ったような、答申案にはできるだけ皆さんの意見を最大に入れたもの、

盛り込んだものを入れたつもりだし、入れる必要があると、こうおっし

ゃったが、じゃあ今のような意見も答申の中に入れればいいのではない

でしょうか。何かこの辺のルールというか、会議の進め方をきちんとし

ないとたまりませんね。 

 

【会長】 

 私の会議の進め方についてご意見ということですね。この１年間ずっ

と議論してきて、その途中で新しい候補地が出てきました。新しい候補

地が出てきたので、どういう費用とか、どれくらいかかるか、算定基準

が必要だということは事務局に依頼して、出していただきました。どこ

に建てても、そんなに費用的には変わらないということでございまし

た。その後、ずっと附帯決議の話が出てきました。附帯決議が結局、私

の意見を言わないと中にまとまらないのかなというのは分かっており

まして、附帯決議については、私が考えたのは附帯決議に書いてある新

山口駅周辺が適地であるという意見を踏まえてというところです。 

ずっと附帯決議のことを言われる方々が、じゃあ適地って何かってい

うのを言ってくれないかなと思ってきましたが、適地であるという附帯

決議がありますということは言われるんですが、それが何かというのは

出てこない。その中で、一つ、将来性、可能性、それは小郡地域に建て

たほうが可能性はあるのではないか。それはそうだよねということで、

将来性というところの評価項目を追加しました。そして、そこから副会

長と相談して、どういうふうにまとめるかということで、適地とは何か

ということを皆さんに議論していただこうというので、色んな意見を出
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していただきました。そうすると、あそこに並んでいる評価項目が出て

きて、それぞれに対して私と副会長が考えた○とか△を、×はなかなか

付けにくいんで、○とか△をつけさせていただきました。それを前回提

示したわけです。今回は○とか△の、これがおかしいんじゃないかとい

う話でまとめたいなと思っていましたが、もう一度同じ話、附帯決議が

出てきました。 

 私自身は附帯決議のことを軽視したわけではなくて、その附帯決議が

あるので、適地とは何かっていうのをしっかり皆さんからいただいて、

それを全て網羅的に入れさせていただこうと思っています。 

 先ほどの私有地の件は、その表を入れてもいいんですけれども、結局

はその評価項目のところが悪くなるんですね。入れなくても、前回にそ

ういう話をして、特に意見がなかったので、私はそれでいいのかなと考

えて、今回の答申案をまとめさせていただいたというところです。 

 だから、できるだけ前の意見じゃなくて、新たに考えたらいいのでは

ないかということを言っていただければ、今まで皆さんから言われた意

見は、答申書の中にだいたい入っていると私は考えていますので、今日

言われたことも追加するのか、と言われれば、この答申案で納得してい

ただければ、字句の修正とか、○、◎は違うとかいうことがあればそう

いう点を、検討させていただければと思って、今回は来た次第です。 

 

【Ｃ委員】 

 ちょっと聞きたいんですが、新山口駅周辺とはどこのことを指すんで

すか。 

 

【Ａ委員】 

 新山口周辺です。 

 

【Ｃ委員】 

 それでは候補にならない。 

 

【Ａ委員】 

 いえ、山口駅周辺とか、新山口駅周辺と言いますね。新山口駅周辺は

私は、ある人から聞いたところでは新山口駅から半径２キロ以内と言わ

れた方もいますし、１キロかなと。 

 

 

【Ｃ委員】 

 それでは評価のしようがない。 
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【Ａ委員】 

 その項目をちゃんと作って評価すればできる。 

 

【Ｃ委員】 

 具体的な場所がある程度分からないと評価のしようがない。全部民有

地なのか、半分公有地なのか。全然分からないし、駅から何キロ離れて

いるか分からないと。歩いて行けるのか、車で行かないといけないのか。

今の、交通の利便性の所とか、評価のしようがない。 

 

【Ａ委員】 

 できます。 

 

【Ｃ委員】 

 そうですか。 

 そういうことをですね、決まりもしないのに、地主の人に売ってくれ

るか、売ってくれんかっていうのを聞いてもいいんですか、委員が。 

 

【Ａ委員】 

 それを聞くのは委員ではありませんよ。 

 もし例えば小郡に交通センターがあるとか、山口南警察署があると

か、これはみんな民有地を県がお金を出して買って作っているんです。

山口市はそれは出来ないというんですか。山口市の所有地でないと、建

ててはいけないという、そういうことでは私はないと思いますが、会長

さん、その辺はどうですか。 

 

【会長】 

 スタートは今の候補地について、これをどう検討するのかというとこ

ろがスタートで、今は戻っています。途中、委員の皆さまから出てきた

のが、Cゾーン、Aゾーンとかありますが、どうかという話が出たので、

建設費などは検討はさせていただきました。それは答申書に全部書いて

あるのではなくて、議事の経過はこれまでの会議資料を全部参考資料と

して答申の際に提出しますので、それが消えてなくなるっていうことは

決してないと思っています。 

そして評価表の評価について、◎の数をかぞえる、○の数をかぞえて、

ここくらいではないでしょうかっていう話を前回会議の最後にさせて

もらったんですが、この答申書では、あの評価表から市のほうできっち

り議論して決めてくださいっていうようになっているんです。これは皆
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さんが一所懸命考えて、色んな見方、防災の面から、あるいは将来性の

面から、市民の利便性の面から、色んなことを考えて評価表が出来てい

るんですね。そういう意味では皆さんの意見が全部入ってて、その項目

に対してどんな意見が出たかっていうのは資料１の中に全部書いてあ

ります。一つ一つの意見書を、項目に分けて、こんな意見が出たってい

うのは全部書き込んである。事務局にそういう手間をかけてもらって、

全部入れていただいています。 

それから、○◎△を付けた理由も答申書の中には一覧表のすぐ後に全

部付けています。これを、前回重みづけの話がでましたが、これは我々

は今回は判断しないでこういう評価表で議論してくださいとしていま

す。私自身は前回の附帯決議、新山口駅周辺が適地であるという意見を

委員の皆さんと一緒により具体的にいくつかの指標をもって検討した

という、そこを土台にして、だから少しは附帯決議よりも、この皆さん

の意見で議論が進んだかなと思っています。 

 それからもう一つ、先ほど総合支所は機能のところで、本庁舎と総合

支所、まるで山口に建てるように書いてあるじゃないかというふうに言

われましたが、そうではなくて、小郡に建てたとしても小郡に本庁舎と

総合支所の機能が当然必要なわけで、そういう本庁舎が建つ。そうした

場合には、山口市は総合支所をもう一度作らないといけないですね。そ

ういう話です。だから、どこに建てるかは別にして、機能的には建つと

ころは、その地域住民の皆さんにサービスする総合支所の機能は当然そ

こに要りますよ、っていう話になっているので、それはちょっと場所と

は別と考えていただければと思います。 

 

【Ｅ委員】 

 一部の委員さんから、他の委員が物を言えないと。そんなことは事実

としてありません。特に一度ですか、会長のほうから全員に意見を聞き、

その中でやはり一番多く出たのは、候補地の意見です。それが今もここ

に出されているので、そういうことで全然間違いないと思うんです。そ

れから確かに後半になったら、一部の方が附帯決議のことを何回も何回

もおっしゃいました。そのことについては、会長の説明もあって、それ

を了解しているので仰ることに対して反論は確かにいたしませんでし

た。しかし、それはそういうことです。それでやはり、附帯決議のこと

もやはり一番だろうと思うんですが、これは言ってみれば、政治判断の

領域に入るんで、市長にも公開質問状を出されているじゃないですか。

そういうところで市のほうで判断していただかないと、我々が判断でき

るものではないということを申し上げておかないといけないと思いま

す。以上です。 
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【Ｂ委員】 

 附帯決議のことを言われましたが、この検討委員会が１０年後を目処

に開催をされるというのはその時に決まっていたので、じゃあ何のため

に附帯決議をもってこの委員会をやることになるかというのは、我々旧

小郡の地区の者としては、自分達の自治体を消してまで合併に同意した

んです。小郡町というのがなくなるんですよ。旧山口市とは違うんです

よ、その辺は。これを承認をしていただいたんで、じゃあ一緒になりま

しょうと。防府市さんはできないから逃げられたんですよ。これは本当

に史実なんです。そういう約束事の中で、じゃあ小郡は名前を消すのは

嫌だけど将来的にも本当に良い山口市を作るために、合併しましょうと

いうことになった。これがまず第一歩なんですね。だから最初からその

ボタンの掛け違いで、これを最初から外して、１から審議をしましょう

というようなことはあってはならなかったわけです。ですから、私が第

３回会議に出てきたときに、なぜ新山口駅というのがないのか、附帯決

議に則った新山口駅周辺というのがないのか、ということを提案申し上

げて、４回目に追加したんですね。 

また、先ほどのご質問、新山口駅周辺のエリアはですね、いま１８ペ

ージにあるエリアです。そして特に私は申し上げているのは、今のＣ２

の地域、この地域の多分地主の方から色々お電話等あったんだと思うん

ですが、そういう意味で、この地域の方からもぜひ相談に乗ってもいい

よという話があります。これは私が聞いたのではなくて、その土地の関

係をされている方がいらっしゃって、お話をされて私にこういう事実が

ありますよっていう報告をいただいたということです。 

 

【Ｆ委員】 

 私の個人的な意見なので、もしそれは間違っているよっていうことで

あれば指摘してほしいんですが、実は附帯決議の件で、私がどのように

理解しているかというと、ちょっと説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 これは第１回のはじめの合併のときに、これは山口市と、秋穂町、そ

れから小郡、阿知須の１市３町で決まったことなんですね。場所につい

ては、早急に決めるのではなく、１０年後を目処に位置を決めましょう。

１０年後に検討しましょう、ということで、それについては小郡の新幹

線の付近が適地ではないだろうかという意見を付けたと。これは本文で

はないです。決定ではないんですよ、附帯決議っていうのは。実はその

後、徳地町が入って、４町になったんですが、その時には場所の選定は

なしで、１市３町で決定をした協議書をそのまま流用されたということ

です。その後、５年後に阿東町が入ってきました。そうすると、１市３
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町のときにはだいたい小郡周辺が地理的には中心になっていたという

認識で私もおりました。ところが、ここで阿東町が入ってくると、地理

的な面で山口が中心になったということなんです。色々、災害の問題だ

とか、社会状況が非常に大きく変化をしているんです。ということであ

れば、１０年後にそういう状況になっていれば、１回クリアをして、み

んなで考え直してみるということが必要ではないか。１０年前に附帯決

議で記述してあるから、そのとおりにやらないといけないということは

ないと思うんです。状況が変われば、その状況に対してきちんと判断を

して、何を１番いまやらなければならないかということを、みんなが真

摯に考えるというのが、私は望ましいのではないかと思っています。私

の個人的な意見ですから、皆さんがどういうふうに解釈されようと勝手

ですが、意見がないということなので、私はこういう意見を持っていま

すということを表明したいと思います。 

 

【会長】 

 こういうふうに附帯決議はずっと１回目からどうするかっていうの

はなかなか解決がつかない。これは多分つかないと思っていました。附

帯決議で、次に建てるときには新山口駅周辺に建てると書いてあれば、

この議論も必要がないんです。ところが意見を踏まえて検討すると書い

てあるので、こういう議論になったと。そこで、附帯決議を置いてです

よ、皆さん適地とは何か、ということは全部、特に地域を代表して出ら

れた委員の方からは全部意見をいただいたと。そして、それぞれの適地

の考え方があったので、それを評価表によって一覧表にしました。でも、

ここまでしか恐らく、個別に意見を言ってもらっても出来ない、という

ことであの評価表ができています。そうすると、あの評価表で、まぁま

ぁしょうがない、会長が言うんだから我慢しようか。ということであれ

ば、これを参考にして最終的には候補地は、市で決めてくれという答申

の形になっております。そういう形でこれから先も、小郡が、秋穂や山

口が、という話が出てくるかもしれませんが、せっかく我々が７回も費

やして色んな意見で最終的に皆さんが、うん、まぁそう考えるのならし

ょうがないというところが適地である、というのがどんなものがあるか

というのを皆さんで出してもらって、この評価表を作りました。あとは

市に決めてくださいという形で答申をするというところでしか、まとめ

られないのかなと思います。 

 そういうことで、よろしければ。じゃあこれから○を×という話はな

かなか。じゃあ、もう一回会議をやらないといけない。○◎△の原案は

前回、全てお出しをしております。それに対して、いや、ここはこうじ

ゃないかという意見はすでに出てきておりますので、そこを議論したい
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と思います。最終的な答申案の検討で、この会議の中で、多分小郡地区

の委員の方が一番きついのかなと、私はずっと思っていまして、最終的

には、会長が言うんだからというところで、まとめさせていただければ、

そこの責任の一端は私が負って会議をまとめていくしかないかなと考

えています。 

 そういう意味で、少し意見を、◎じゃないかという意見を出していた

だいた方がいらっしゃいましたが。 

 

【Ａ委員】 

ちょっといいですか。私は会長さんが新山口駅周辺を入れたら評価が

低くなるんじゃないか、だから除けるというニュアンスを聞いたんです

が、受け取ったんですが、私は評価がどうであろうと新山口駅周辺はそ

の評価対象の項目として絶対に入れなければいけないと、私はそのよう

に思っています。ぜひ皆さん方、入れていただきたい。 

 

【Ｇ委員】 

 新山口駅周辺をどうするかということですが、附帯決議の中に新山口

駅周辺が適地であるという意見を踏まえながらと、その踏まえたってい

うことを示すためには、ここでやはり評価表の中に新山口駅を入れて、

それと山口地域とを比べてみたらこうなりましたということを言わな

いと、一般市民の方はなぜ附帯決議がさっと消えてしまったのかという

ことについては理解ができないのではないかと思います。だから私はＡ

委員さんが言われるように、ここで入れて、皆で検討したけれども、や

はり山口のほうが良いという意見が多かったという示し方でやってい

ただきたいと思っています。 

それからもうひとつ答申書のことで気になるんですが、専門委員さん

の言葉がたくさん出ていますが、専門委員というのはどこにどう規定さ

れているのか、この委員会の決まりというかその中に全くないのに専門

委員さんで決めたということが出ているんですが、これが非常に気にな

るんです。 

 

【会長】 

 専門委員の件に関しては、事務局からありますか。 

 

【事務局】 

 答申書の３１ページに委員さんの名簿をつけさせていただいていま

す。そうした中で学識経験者ということで、専門委員さんという形で今

のほうはお話をさせていただいています。 
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【Ｇ委員】 

 だからその学識経験者というのが専門委員ですね。そのことをどこか

書いてもおかないとこれを見た人が専門委員とはどこかというのがわ

かりません。 

 

【事務局】 

 その辺の御指摘はまた修正させていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 私も先ほど新山口駅周辺を加えたらという話は少し考えたのですが、

皆さんどうですか。 

 

【Ｈ委員】 

 やはりこれまでの経過を踏まえた上で、Ｇ委員さんがおっしゃったよ

うに、きちっと新山口駅周辺という項目はつけるべきではないかと感じ

ました。 

 

【会長】 

 ほかの委員の方もどうぞ。 

 

【Ｉ委員】 

 今回の会議は各地域の代表者、学識経験者、いろんな専門の委員の人

などいろんな意見を聞いて、最終的には山口市が決めることですので、

この答申が通り、評価員に基づいて、こういう意見を取りまとめたので、

最終的に山口市に決めていただきたいという形の答申書を出すのが妥

当と思うんですけど、ただし、附帯事項に関して十分配慮していただき

たいということを一言書き加えたらいいと思います。 

 

【会長】 

 はい、ほかに。どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 最終的な意見としておきたいなと思うんですが、評価表の件について

よろしいですか。○、◎、△について・・・。 

 

【会長】 

 いや、ちょっとそれはまたやりますので。 

 Ａ委員、３箇所あったんですよね、候補地が。それをひとつにまとめ
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て新山口駅周辺ということで入れるというふうに解釈してよろしいで

すか。 

 

【Ａ委員】 

 よろしいです。 

 

【会長】 

 ちょっと副会長どうぞ。 

 

【副会長】 

 会長を補佐するということで、私の役割は進行が客観的に行われてい

るかということをずっと見てまいりました。これがひとつでございま

す。もうひとつは第１回から第６回まで御意見を伺ってそれから議事録

を見て、流れを踏まえてきちんと進んでいるかを見てまいっておりま

す。それから会議のルールでございますが、一回一回承認して次へいく

と、議事録をまとめて追加意見があれば追加意見いただいて、次の会議

でそれを確認するということで、会議はルールにのっとってやられてい

ると思っております。 

その中で１８ページを再度ご覧いただきたいんですけれども、４回の

会議で民有地の候補エリアを追加するということになりまして、そこに

書いてある３箇所、毎回会長が最後にこれでよろしいかというふうに聞

いておりまして、委員の方の様子を見ていて、御意見がないということ

はさっきありましたが、全体的にいいということで進んでいるというふ

うに解釈しておりますし、議事録もそういうふうになっておりますの

で、議事録どうですかというふうになりましたときも御意見ないので、

そのときは追加すると。それから（３）にもありますように、第５回の

委員会ではのけると、これも本当によろしいかということで、よろしい

ということで除かれております。その前に災害のことがありまして、学

識経験者のほうから水没するとか情報をいただいておりまして、その中

でこういうふうな議論が進んでまいりました。 

それから、第６回に入る前に、評価項目はどれにするかということで、

ご審議いただいて、このような項目があると、追加するものはございま

せんか、ということで御意見いただいてすべてを網羅した評価表、それ

でいきましょうと。それで会長と副会長で評価表つけさせていただい

て、第６回に叩き台を出させていただいて、それについて御意見どうで

すかということで、今日は少し御意見ございますが、今日の資料１の議

事録のほうにあります６ページ、決定事項として、評価表については提

案した叩き台の内容とする、答申書の中に候補地の評価表を掲載すると
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いうことできております。 

ということで、ひとつひとつ確認しながら進んできておりますので、

追加するということになると、２、３回もとに戻っていくということに

なるんですが、総意のもとで、この民有地の候補エリア、３つまた追加

するということになると、総意のもとで追加して、総意のもとで評価表

を作っていくので、もう１回以上やらなければいけないのかなと思って

おります。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。副会長が言われるように進めてきたつもり

なんですが、新山口駅周辺というのが実は、小郡総合支所のところは新

山口駅周辺というふうに私はずっと解釈してきた。そこは少し齟齬があ

ったかなと思っておりますが、皆さんももう７回やっておりますし、ま

たもう一回ということは考えておりません。それで先ほど確認したの

が、小郡総合支所のところは新山口駅周辺ではないと、だから議論した

ことにならないということであれば、新山口駅周辺というのはいくつか

候補がありましたけど、一括してあげておいて、おそらく小郡総合支所

と○、◎、△はほぼ同じになると、ただし震災関係のところはひょっと

したらもう少し悪い評価になるかなとは思いますが、そういう形で表に

載せるということを私は考えたんですが。あえてもう一回やるというの

は、これまでの経緯もありますし、皆さんも本当は意見たくさんあるん

だけど、まあ大体ここで言われていることでそれでいいんじゃないかと

思われる方は意見を言われないと思いますのでそういう形で進んでき

たと。 

可能であれば、新山口駅周辺というひとつの候補地を、特定はしませ

んが入れて、小郡総合支所の評価と同じ形で、あとは洪水の話はですね、

専門委員といって都市計画の専門家と、防災の専門家、山口大学の２人

の教授に入っていただいていますが、専門委員で、一人の意見なわけで

すね。実際に建てるとなると、専門的な会議は別に設けなければいけな

い。我々はせっかく専門性を持っておられる先生が出ておられるので、

その意見をここでは素直に聞いて、そのとおり評価したという形にして

いただければと思います。震災とか洪水のところは、専門の委員の意見

を聞いて、たぶん小郡総合支所と同じくらいの評価になろうと思います

が、それでよければ追加をしたい、と私のほうから言いますが、それで

よろしいですか。そういう形でしきらせていただければなと思います

が、いかかでしょうか。 

 

 



 - 18 -

【Ｃ委員】 

 お任せしますけど、ただもう一回決まったことを今になってから蒸し

返すのはおかしいのではないですか。ちゃんと１８ページに書いてある

のだから。 

 

【Ａ委員】 

 何回もすみません。会長さんの言われるように、ぜひ新山口駅周辺と

いう項目をいれた評価表を作っていただきたい、そのように思います。 

 

【副会長】 

 今の新山口駅周辺というのを入れるとして、○、×、△、まぁ×はな

いとは思うですが、小郡総合支所と同じでといっても、やはり今の土地

取得とかいろいろあると思うのでそこはどうやって評価するかを確認

させてください。 

 

【会長】 

 その１項目は、土地取得性は検討しないといけないと思いますので、

公有地はすべて○でそこだけ△というかたちになると、そういうイメー

ジは私はあります。 

 そういう形で、あとは会長と副会長にお任せいただきたいと思いま

す。もちろん答申書を出す前には皆さんにその中身はお知らせすること

にしたいと思っていますが、それでよろしいでしょうか。事務局的には

それでよろしいですか。 

 

【事務局】 

 内容につきましては、会長、副会長にお任せをされると、専門的分野

についてはまた専門委員さんの御意見を聞いて確認をされると、全ての

内容につきましては会長、副会長に一任をされるという形でご理解させ

ていただいてよろしいですかね。 

 

【Ｆ委員】 

 だいたい同じような議論で全然進展しないと私は感じておりますけ

ども、前回原案を皆さん承認されたわけですから、承認したものをここ

へ来てちゃぶ台返しではないが、ひっくり返すのはいかがなものかと思

います。意見があれば前回第６回のときにこういう話が出るべきであっ

て、最終回でちゃぶ台返しをするというのは、私の気持ちとしては会議

になってないのではないかなというふうに感じております。 
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【Ｂ委員】 

 私は最終回とは聞いておりませんし、これで締めるということも今日

ここに来て初めて会長さんからお話があったので、そういうふうな受け

止め方をさせていただいております。 

１８ページにいろいろ今、３、４、５と出ておりまして、どうも私の

先走りかもしれないけれども、第５回目にいわゆる小郡はずしが始まる

んですよ。新山口駅をはずした。そして第６回目に今度は小郡総合支所

をはずした。これが２つ目の小郡はずし。最終的結論が一番最後にここ

に書いてある中央駐車場あるいは亀山広場が最も高い評価を得たと、こ

ういう一歩的な意見、あんまり委員さんからの意見がここに出されたと

いうことはあまりないと思います。特に評価表を見ると、果たしてどこ

を基準に○、◎、△をつけているのかということがございまして、上か

らずっと見ていっても、公共交通機関の利用によるアクセスが便利かと

いうと小郡は○ですが、交通機関からいうと◎だと思いますね、私は。

自動車によりアクセスが便利か、これも小郡に本庁舎がくれば◎でしょ

う、これは。人口が集積しているか、これは人口密度から言えば、こち

らの山口市よりももっと小郡のほうが人口密度が高いです。いろいろ△

のところもありまして、これも△にするような根拠は薄い。特に、防災

に関しては今小郡総合支所のところに、あれはなんというんですかね、

建設しようとしていますね。大変崖がくずれそうだという提案がありま

すので、これは以前に砂防の改修工事をやっておりまして、それができ

ましたので△というのはありえないですね。防災や安全性というのは普

通の○で山口とほとんど変わらない。 

 

【会長】 

 これは前回、この○△◎の理由はすべて一項目ずつ事務局のほうか

ら、こういう理由でこうしたというのは前回説明させていただいており

ます。したがって、その後で、こういうところは私はこう考えますとい

う意見は１件だけ、ここに、会議の後、意見が出ておりますので、今か

らまたこれを一項目ずつやっていくはちょっと。 

 

【Ｂ委員】 

 これは私の個人的な意見として、やはり地区としてはこういう評価の

仕方はおかしいなということで御提案申し上げるだけです。 

 

【Ｃ委員】 

 評価はこの間通っている話だから、今更また同じことやっても時間の

無駄ではないかと思う。 
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【会長】 

 前回○、◎、△の話は全部やらせてもらっているので、そういう意味

で、今回は○、◎、△の意味で私はこう思うという意見は意見書として

ひとついただいているので、その意見の議論はここでしないといけな

い、とは思っています。 

 

【Ｂ委員】 

 ではこの７回目の委員会の目的はなんですか。 

 

【会長】 

 前回確認したことで、新たに答申書の文章が今回追加されました。前

回は規模とかそこまでは前回の原案として出させていただいておりま

す。前回の○とか◎とか△は、叩き台として私と副会長で考えて、あと

は専門委員の意見を聞いて、それをつけて前回お出しして、ずべての項

目に対してひとつずつ事務局のほうから、何でこうしたんだという理由

は前回言っていただき、皆さんにもご理解をいただきたいと思っていま

す。 

 

【Ｂ委員】 

 わかりました。そういう意味では、どういう決定をされるかわかりま

せんが、もう決定されたんだろうと思いますね、今のお話では。そうい

う意味では、もう我々の意見は一切これ以上は入れないと。 

 

【会長】 

 いや、だから、この答申案に書かれてあることに対しての意見につい

てはお伺いしますが、答申案自体も今までの会議は何か意見が出て次そ

れを踏まえてこうしますと出しながら毎回やってきましたが、今回は前

回もうほぼ原案としては出ていました。文章そのもの、後半の部分は場

所をどうするかというのはまだなかったのですが、評価表はもうすでに

提出されていたということで、前回までの会議はこう考える、じゃあ次

回どうしましょう、じゃあもう一回必要ですねとやってきましたが、今

回は前回にほぼ全体の情報は出していますので、それに対して出た意見

をどうするかを決めて終わるというのが、今回の議論の進め方だと思っ

ております。 

ただ、私が思ったのは、新山口駅周辺というのが小郡の地区の皆さん

と頭の中が違っていたのかなと思いましたので、決めたじゃないかと言

われながらも、それを追加したらどうかと会長の意見として言わせてい

ただいた。いや、もう原案に戻れという話であれば、それはそれで私と
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も有りなんですが、頭の中が私とちょっと違っていたなというところが

ありましたので、しかも附帯決議というのがあって、我々はしっかり私

自身はずっと附帯決議のことを適地であるということを一生懸命考え

て答申を出しだんですよというところで答申をまとめたいと思ってお

りましたので、適地である新山口駅周辺の認識がちょっと違っていたと

いうことであれば、それは追加しても構わないかなと思っております。

他のみなさんがどう考えていたか私はわかりませんが、私自身が新山口

駅周辺というのと小郡総合支所のところは一緒のものだと解釈してた

ところがありますので、それは追加させていただいても構わないかな、

と思っておりますが、何か意見ありますか。 

 

【Ｊ委員】 

 すみません、いいですかね。場所の話はずっと附帯決議において言わ

れているのですけれでも、心の中では新山口駅に来ればいいなというの

もありつつ、それはそれで置いといて、全然話が変わって、答申案のこ

とで、本庁舎の配置する行政機能、こちらのほうって実は今まで場所ば

っかりで中身の話があんまりしてなかったと思うんですが、今の山口市

街地、山口都市核に来ても、小郡都市核に来ても、それぞれに本来ある

べき姿のほうがいいような部門っていうのがあるのではないかという

ふうに考えまして、第５章のところで、行政組織全部まとめる案になっ

ていますよね。こちらの答申書案の中に市民サービス及び行政効率の観

点からっていうのを主体に考えてあるのと、あと防災拠点としての機能

っていうのが書いてあるんですが、旧小郡都市核のところは産業交流と

かそういったもの、また新しいサービス、産業サービスなどの拡充って

いうのが山口市総合計画に載っています。こちらの観点から、どちらに

なるかっていうのはありますけれど、例えば今の山口市街地であれば、

歴史、文化、行政というのも載っておりますが、総合計画に基づいたと

ころに○×が、もちろん今までも議論してきたと思います。それでは全

ての機能が山口市役所本庁舎の中に集約されるのが本当に妥当なのか、

というようなところを考えた場合に、それぞれの山口市総合計画の中に

もあるんですが、公共的機能の適正な配置っていうような文面も入って

いるわけです。それでは公共的機能っていうのは、果たして山口市民だ

けが関係するものなのかっていうところがあります。私は一人の一企業

家として思うんですが、今の現状の山口市側にあることにおいて、例え

ば今回の山口市長の答弁の部分にあったように、第二次総合計画がどう

いうふうに作成されているか分かりませんが、総合支所とか、地域交流

センターの機能を拡充する中で、それぞれの地域の市民サービスってい

うのはその地域にばら撒きましょうっていうのを今考えられておるわ
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けであって、本庁舎においては、それだけの全ての権力を集中しようと

考えられている中で、じゃあ産業とか、観光、そういったものを山口市

民でないものを相手にするような窓口も公共サービスだと思うんです

ね。そういったところに関しても全部本当に一緒にするべきなのかどう

かってところの議論は全くないまま１か所にいくと。じゃあ極端な話

が、旧山口市側はこれが全部欲しい、旧小郡が全部欲しいみたいな、そ

ういう話ではなくて、これから先の長い発展を考えたときに、本当の公

的適正配置っていうのを考えることを残したような答申案にしていた

だく。例えば、山口市であったら経済産業部の中に企業誘致のための、

産業立地推進室があるようんですが、要は山口市民が利活用するより

も、むしろ他の所の人たちに来てもらう。こういったところは例えば新

山口駅周辺であったり、高速道路のインターの近くのほうがいいとか、

もうちょっと具体的な、観光もそうですね。観光は山口市民が瑠璃光寺

に参るわけではなくて、できれば他の所の人に利用してもらうんであれ

ば、例えば新山口駅まで新幹線で来てもらったり、宇部空港からバスで

来てもらう。そういったアクセスの観点から、例えば特産品の窓口が駅

にあったり、空港にあったり、そういったもう少し考えて議論していく

っていうのも、この中の一つに機能を集中させない。適材適所の場所、

それがある意味、適地を考えることなのかもしれないと思いまして、そ

ういった答申案にしていただきたいなと提案したいと思います。 

 

【会長】 

 何かありますか。 

 

【事務局】 

 Ｊ委員さんのほうからございましたが、いま１３ページの本庁舎の規

模、行政組織についての答申案のご質問、ご意見でございますが、答申

は基本的にはまずは今の集約をするという話の中で、これを最終的には

基本としてという形をいまとっています。そうしたのが、留意事項の中

でも、上の３行目になりますが、色んな社会情勢等、また答申時点と変

更することも考えられることから、また適切な行政組織の配置の検討を

適宜行っていただきたいという文面もこちらの中にも付け加えたとこ

ろです。この部分によりＪ委員さんの今のそうしたご意見も十分踏まえ

ていると考えております。場合によってはその答申書の中にそういった

ことを加えていくことも可能だと思っています。 

 

【会長】 

 Ｊ委員、それで宜しいですか。 
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【Ｊ委員】 

 ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

【会長】 

 多分、いま再開発の話は別途、総合計画を作成されていると思います

ので、そういう機能の役所、機能がそこにあったほうが良いのは当然で、

私も出てくると思います。それは別途考えればよくて、このまとめたほ

うが良いというのは、どうせ建てるのであれば、バラバラにあるよりも

１箇所にあったほうがいいよという方向性と捉えていただいて、決める

ときにはしっかり、市においてこの機能はやはり新山口駅の玄関口のほ

うがいいよねっていうことであれば、そこはちゃんと考えていただきた

いと。それは留意事項によって、盛り込まさせていただいていると思っ

ております。 

 

【Ａ委員】 

 度々すみません。評価表の件なんですが、評価表に私は欠点があると

思うんです。それは◎が優、○が良、△が可というふうに表現されてい

る。優、良、可というような表現が本当に良いのかどうか。これは大学

の評価には優、良、可っていうのがあるかと思うんですが、例えば優と

いうのは、昔でしたら８０以上１００まで、良は６０から８０まで、可

は５０から６０まで。今はどうか知りませんけどね。それで不可もある。

これ、優、良、可というような表現で◎、○、△を説明するのに、市民

の人は分かりますかね。これを出されて。言葉で、優というのはどうい

うものですよと、○というのはどういうものですよと、△はこういうも

のですよっていう、そういう言葉のほうが私は良いんじゃないかと思い

ます。小学校の低学年の通知票には、◎○△とあるんですが、それでも

◎はどういう意味ですよと書いてあるんですね。これは一つの、ぜひこ

んな優、良、可っていう書き方じゃなくて、もっと分かりやすく◎って

いうのはこんなもんだと、○はこうだ、△はこうだっていうことを書い

ていただきたいと思います。 

 それからもう一点、私は以前に言ったことがあるんですが、この評価

項目は全部同じ価値としてやっていますよね。私は本当、全部同じ価値

ではないと思います。ですから私はそのことを、この各項目は全部同じ

価値で評価しているのではないと。難しかったからというような言葉で

いいと思いますから、参考事項でもいいですから、そういうことを書い

てもらいたい。○◎△で点を出して、これが本当に一番点が多いから、

これが一番適地ですっていうそういう表現は私は間違いだと思ってい

ます。 
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【会長】 

 その件に関しては優、良、可、不可は我々二人が決めたときには、こ

れには良いよねというのが◎で、普通が○、ちょっと都合が悪いのが△

というくらいで◎○△を考えております。 

 

【副会長】 

それから、この評価表を作るに当たっては、事務局のほうでいくつか

他の自治体で同じように市庁舎を建てられて、調査をしてこういう表を

出しておられるところがございますので、それを参考にして作りました

ので、他の自治体の例はあるということを申し添えたいと思います。 

 

【会長】 

 先ほどの加重の話ですが、１７ページの答申の四角の中には、それを

どうしろとは書いておりません。市は新本庁舎の候補地について、（別

表）新本庁舎候補地の評価表に掲げる評価項目において適地性を総合的

に判断し、最も高い評価が得られる位置に新本庁舎の整備を進めていく

ことが望ましい。としか書いていません。この表を見て、重み付けの話

にもなりましょうし、色々あるので、そこはこの表を見て判断をしてく

ださいというふうに答申としては書いてあります。 

 他にご意見がありますでしょうか。 

 

【Ａ委員】 

 何回もすみません。私は評価項目の◎○△のところで、意見書もちゃ

んと出していますが、ちょっと特にひどいのを言わせてもらいたいと思

います。 

 利便性の行政のところに、職員用駐車場は十分に確保されているかと

いうことで、山口は○で、小郡は△になっている。山口市の職員の方は

いま全員本庁の方は、自分で自腹を切って駐車場を確保しておられるん

じゃないか、そしてまた、市のほうも、その駐車場の補助金も出ている

のではないかと思います。出ているっていうのは、ちょっとはっきりし

た確証はありませんが、そういうふうに聞いています。本当に駐車場が

確保されているっていうことは、無料で駐車できるようなところが、本

当に確保されていることであって、近くの有料駐車場に入れることが、

駐車場を十分に確保しているということではないと思います。小郡であ

ったら、駐車場が確保されていないというふうに△になっていますが、

これもちょっと変なことで、私は職員の駐車場がこの評価表の中に入れ

ること自体が、入れるとしても非常に軽い評価になると思うんですが、

そのように思います。だからこれはもし入れるのであれば、両方○でい
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いと思うんです。 

 それから、その前の他の官公署や関係機関との連携が容易か。これは

前にも私は言っていると思います。どうして山口だったら◎で、小郡だ

ったら△になるか。小郡に作ったら、関係機関との連携ができないかと。

ただ距離的にちょっと遠いか近いかくらいのことで、本当に◎と△でい

いのか、私は全く思っていません。 

 それから、ちょっと言わせてもらいますが、３番のまちづくりですね。

まちづくりの上の、総合計画をはじめ、まちづくり整合性っていうこと

ですが、私も整合性ものすごく疑問に思っています。というのは、この

項目は山口に市役所があるものとして考えられたものだし、考えられた

整合性ではないかと。この場合の整合性っていうのは、本庁舎とそれか

ら総合計画、まちづくり計画の総合性であるべきなんですが、もし◎と

いうことになったら、もう初めから市役所が山口にできると、それにつ

いての整合性を言って◎を付けているのではないか。そして小郡にでき

たら、整合性が、山口にあるってことで小郡に作ったらおかしくなるの

ではないかというふうに私は捉えています。 

それからもう一つ、言わせてもらいますと、上から４つ目の人口が集

積しているか、人口集中地区と書いてあります。そして山口のほうが◎

で小郡が△になっています。私も前に言ったと思うんですが、本庁舎に

市民が集まって色んな行事をすることは今までもなかったと思います。

これからもないと思います。どうして、本庁舎にみんなが集まるのか、

ただ距離的に近いっていうことは認めたいと思いますが、本庁舎に住民

が集まることはほとんどない。例えば、小郡の南総合センターで慰霊祭

があったり、消防の出初式があったり、阿知須のきららで駅伝があった

り、本庁舎に集まって行事をするのはほとんどないと思うんです。です

から、これは山口が○で、小郡が△っていうのはどうしても私はおかし

いと思います。以上評価について言わせてもらいました。 

 

【会長】 

 職員駐車場を事務局のほうからお答えいただいて、残りを私のほうか

ら少しお話をしたいと思います。 

 

【事務局】 

 職員の駐車場については、実際にいま約６割くらいは通勤で使ってい

るというのが現状です。そうした中で今の現本庁舎の職員については民

間の駐車場などを借りて今は通っていると。実際に仮に庁舎が移ると、

当然小郡のほうに本庁舎となりますと、全てが公共交通機関で通うとい

うのは現実的には難しいだろうと。同じように６割程度の職員が仮にそ
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ういう自家用車を使うということになれば、約５～６００台程度の駐車

場が必要になってくると。そうしたときに、現状では今の駅の南側には

かなりの駐車場がありますが、この議論をしたときは、今の小郡総合支

所でしたから、その周辺にはそれだけ確保できるのかということになる

と、ないのが現状ですと。それを将来的に必要となれば、場合によって

は、職員駐車場としても市として確保する必要もでてくるんじゃないか

と。そうした場合には今の建設費には、そういったものが一切含まれて

おりませんから、そうした面では逆に今の評価という形でいけば、現状

よりかは少し劣るのではないかという評価になったという、そういう現

状です。 

 

【Ｂ委員】 

 もし小郡の総合支所にできたときに、小郡の人が職員の駐車場を貸し

たら、お金が儲かるから、いくらでも作ると思いますよ。それで、今の

山口と全く同じことになると思います。それで、どうして○と△なんで

すか。私はちょっと理解できません。 

 

【会長】 

 そこは将来的になるかもしれませんが、かもしれないというところ

で、それを評価の中に入れるわけにはいけないということで、今の意見

だと思います。 

 それから、何かが止まって庁舎の位置を決められればいいんですが、

行政っていうのは常に動いておりまして、この１０年間も庁舎の位置は

決めないまま、動いてきています。そういう意味では市としても、小郡

地区と合併したので、小郡地区の発展をどうするかっていうことで、そ

の総合計画っていうものが決まって進んでいく。私はそういうふうに理

解しています。その中で、いまはゾーニングとしては新山口駅周辺は商

業、産業、そういうものを起点に発展させるというプランを今たてられ

ているんですね。これは庁舎の位置とは関係なく、決められている。そ

して第４回会議に、そういうところで、庁舎を小郡に持っていったとき

に、小郡がプラスになるという評価は、予測は皆さん簡単にできるんで

すが、庁舎がなくなった旧山口地区はどうなるのかということの答えは

なかなか出せないですよねという話があったと思います。そういう意味

では、現状は山口地域に市庁舎があるので、そういう計画になっている

ので、やはりそこで行政運営を止めて整合性をとればいいのではと言わ

れれば、ひょっとしたら出来たかもしれませんが、行政は止まるわけに

もいかないので、そういう形で進んできているという解釈をしていま

す。 
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 それから、もう一つ、官庁等なぜ山口のほうがいいのかっていう話が

ありましたが、例えば災害を想定したときに、多分山口市だけで何かが

起こるということはなくて、山口全体が災害が発生したときに、県庁、

陸上自衛隊等、連携がとりやすい。そういう解釈をしたところで、今の

ところが良いという○付けをさせていただいたという説明をさせても

らったと思います。 

 それから、重心は関係ないと言われましたが、庁舎の位置をどこにす

るかで重心は関係ないという話には絶対にならなくて、人が集まること

はないから関係ないという話はあろうかと思いますが、人口の重心の位

置に庁舎があるっていうのは、やはり外せない考え方ではないかと思い

ます。これは他の地区の、他の市民の皆さんに説明するときに、なぜそ

れを検討委員会は考えてないんだというふうに言われるのはなかなか

厳しい。だから、その項目は外せないし、それを客観的に評価するのな

ら重心はどこかということで、適・不適を考慮しなくてはいけないと考

えて、こういう案にしております。 

 これが、松崎委員のほうから○◎△がおかしいのではないかという意

見が確かに来ておりましたので、今回これは検討しないといけない。こ

の検討を十分できたかと言えば、なかなか出来なかったのですが、そう

いう意見も伺って、こちらもまとめ方の理由を述べさせていただきまし

た。 

 今回の答申案について、前回の会議で、ほとんどの案は議論の叩き台

は出させていただいて、今回追加したのは、庁舎の位置をどこにするか

という文章の答申案のところだけを追加させていただきました。もちろ

ん、答申案は前回出したのと変更したところは、答申という四角で囲ん

だ部分を簡潔にして、あとは皆さんが例えば庁舎を建てるときに人口が

減ってくるのに今の職員数でよいのかとか、そういうことを考えて、実

際に建てるときにはコンパクトにしてくださいよっていうのは、留意事

項という形で書かせていただいています。そういう意味で、皆さんから

出た意見を、網羅的に入れさせていただいた。それから候補地の答申と

しては、候補地は山口の２候補地っていうのを前回の最後に私は言いま

したけど、答申案としては最終的には評価表を見て、市が決定してくだ

さいっていう形にまとめさせていただいています。そういう意味では、

この附帯決議の話、最初から最後まで、ずっとついてきたわけですが、

その附帯決議を我々は一所懸命考えたんだというスタイルで、答申をま

とめさせていただいたと思っています。 

 今のが私の会長としてのまとめなので、先ほどの候補地の件に関して

は、もう色んな意見も出ましたが、一候補地として入れさせていただい

て、評価は恐らく小郡総合支所の評価と似たような形になる。その評価
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については、私と副会長にお任せいただくということで、全体としては、

今回の答申案のとおりとさせていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

（拍手あり） 

 

それでは、本当に１年とちょっと、行ったり来たりの司会ということ

で、申し訳なかったんですが、何とかこの４４人の意見として、全員が

納得する答申案ではないかもしれませんが、しかたがないかというとこ

ろで、答申案がまとめられたということで、皆さんのご協力ありがとう

ございました。 

 

（拍手あり） 

 

【事務局】 

最後にもう一度、確認だけさせていただいてよろしいでしょうか。 

本日の決定事項ということで、まずは評価項目に新山口駅周辺を評価

表に追加をするということが一点。 

それから、評価表の評価については、基本的には会長さん、副会長さ

んにしていただきまして、専門的な部分については、学識経験者、専門

委員さんのほうのご意見を聞いて、作成をすると。その評価については、

基本的には今の小郡総合支所の評価と同じような形になること。それか

ら、最終的には委員さんのほうには、最終的に決定したものを、市長の

ほうに答申するものを委員さんにお渡しをするということで、事前にま

たもう一度確認するということはなしということでよろしいですか。 

 

それでは、最後事務局のほうから、本日決定をいたしました事項につ

いては、また最終調整をさせていただいて、完成後、皆さんにお送りを

したいと思います。また、意見書についてですが、今回も資料につけて

おりますが、もう内容については、原案通りという形になりましたので、

もし例えば誤字とかそういった字句修正とかがあれば、来週までに事務

局のほうまでご提出をお願いします。 

それから市長への答申書の交付ですが、日程についてはまたこれか

ら、会長、副会長さんとも相談をさせていただきまして、調整をさせて

いただきたいと思います。できましたら、最終的ないまのこの答申書が

出来上がりまして、２月上旬、もしくは中旬を目処に日程調整をさせて

いただければと思っています。そして、当日については、検討委員会の

代表として、会長さんと副会長さんのほうに出席をいただき、市長に答
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申書を手渡しをいただくということでよろしくお願いします。 

それと、検討委員会の会議については、本日が最後ということになり

ますが、委員の皆様の任期につきましては、答申書をお渡しいただくま

でと要綱で規定をしておりますので、答申の日が委員会の解散の日にな

るということで、ご理解いただければと思います。事務局からは以上で

す。 

 

【会長】 

今ありましたように、答申をする期日は、私と副会長で答申書を持っ

てしたい。もう一つは今出されて、私が追加で候補地を入れますと言い

まして、それは事務局でまとめていただいて、○、△は我々に一任して

いただくということで、それをもって、答申とさせていただきます。も

ちろん答申するときには、皆さんにも答申案をお送りしますが、その後

の意見はなしで、それで答申をさせていただきたいと思います。よろし

いですか。それではどうもありがとうございました。 

 

【総合政策部長】 

 会長、どうもありがとうございました。委員の皆様もお疲れ様でござ

いました。 

会長、副会長をはじめ、委員の皆様には、１年以上にわたり、熱心に

御議論を賜りまして誠にありがとうございます。 

検討委員会からの答申書をいただきました後には、我々は、その答申

をしっかりと受け止めまして、まずは、本市としての基本方針の決定作

業を進めてまいります。 

そして、新しい本庁舎が、その役割や機能を十分に果たすとともに、

委員の皆様をはじめ、市民の皆様が建替えてよかったと思っていただけ

るような本庁舎となるよう、全力で、そしてスピード感をもって取組ん

でまいりたいと考えておりますので、今後ともどうか、よろしくお願い

申し上げます。 

それでは、以上をもちまして、山口市本庁舎の整備に関する検討委員

会を終了いたします。 

ありがとうございました。 
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